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主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

地
方
自
治
法
に
基
づ
く
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

保
安
林
の
指
定
の
解
除
□
二
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

道
路
の
供
用
開
始 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

包
括
外
部
監
査
契
約
の
締
結 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

 
 

公 
 

告 

○ 

令
和
八
年
度
狩
猟
免
許
試
験
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

令
和
八
年
度
狩
猟
免
許
更
新
の
適
性
試
験
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

入
札
公
告 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四 

○ 

落
札
者
等
の
公
告
□
四
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号 

 

地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
□
寄
附
金
□
株
式
会
社
ト
ラ
ス
ト
バ
ン
ク
が
イ
ン
タ
□
ネ
□
ト
を
通
じ
て
提
供
す
る
役
務
を
利
用
し
て

納
付
さ
れ
る
も
の
に
限
る
□
□
の
納
付
事
務
の
委
託
を
受
け
る
指
定
納
付
受
託
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し

た
□ 

 
 

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 
人 

 
 

名

称 

住
所
又
は
事
務
所
の

所
在
地 

納
付
事
務
の
委
託
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
期
間 

指
定
を
し
た
日 

株
式
会
社
千
葉
銀
行 

千
葉
市
中
央
区
千
葉

港
一
番
二
号 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日

ま
で 

令
和
八
年
四
月

一
日 

ち
ば
ぎ
ん
カ
□
ド
株

式
会
社 

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬

二
丁
目
六
番
地
一 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日

ま
で 

令
和
八
年
四
月

一
日 

株
式
会
社
ト
ラ
ス
ト 

東
京
都
品
川
区
上
大 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら 

令
和
八
年
四
月 

 
 

 
 

 
 

 
 

バ
ン
ク 

崎
三
丁
目
一
番
一
号 

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日

ま
で 

一
日 

  

千
葉
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号 

 

森
林
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
□
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の

保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

千
葉
市
稲
毛
区
黒
砂
四
丁
目
八
番
一
九 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

風
害
の
防
備 

三 

解
除
の
理
由 

 
 

公
園
用
地
と
す
る
た
め 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号 

 

森
林
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
□
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の

保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

旭
市
清
和
甲
字
天
神
辺
田
六
七
九
番
三 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

土
砂
の
崩
壊
の
防
備 

三 

解
除
の
理
由 

 
 

道
路
用
地
と
す
る
た
め 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
五
十
号 

 
道
路
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
令
和
八
年
四
月
二

十
四
日
か
ら
次
の
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
□ 

 

そ
の
関
係
図
面
は
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
安
房
土
木
事
務
所
に
お
い
て
□
令
和
八
年

四
月
二
十
四
日
か
ら
三
週
間
□
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

路 
 

 

線 
 

 
名 

供

用

開

始

の

区

間 
 

 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

8

年

4

月

24

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 
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県
道
和
田
丸
山
館
山
線 

南
房
総
市
沓
見
字
大
坪
二
□
九
八
七
番
一
地
先
か
ら
字
遠
道
二
□

三
五
〇
番
二
地
先
ま
で 

  

千
葉
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号 

 

地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
□
包
括
外
部
監
査
契
約
を
次
の
と
お
り
締
結
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

包
括
外
部
監
査
契
約
の
期
間
の
始
期 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 

二 

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法 

 
 

基
本
費
用
の
額
並
び
に
執
務
費
用
及
び
実
費
の
額
を
合
算
す
る
□ 

三 

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所 

 

１ 

氏
名 

薙
信
久 

 

２ 

住
所 

東
京
都
江
戸
川
区
上
篠
崎
四
丁
目
二
七
番
一
一
号 

四 

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
支
払
方
法 

 
 

契
約
を
締
結
し
た
後
及
び
監
査
の
実
施
の
通
知
が
あ
□
た
後
に
そ
れ
ぞ
れ
概
算
に
よ
り
支
払
う
も
の

と
し
□
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
提
出
が
あ
□
た
後
に
費
用
の
精
算
を
行
う
も
の
と
す
る
□ 

公

告 

 
 

 

令
和
八
年
度
狩
猟
免
許
試
験
の
実
施 

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
□
第

四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
□
令
和
八
年
度
狩
猟
免
許
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

試
験
期
日
□
狩
猟
免
許
の
種
類
及
び
場
所 

 

期

日 

狩
猟
免
許
の
種
類 

場

所 

第
一
回

試
験 

令
和
八
年
六
月
二
十
七
日
□
土
曜

日
□ 

網
猟
免
許 

わ
な
猟
免
許 

千
葉
県
射
撃
場
□
市
原
市

古
敷
谷
二
□
六
二
〇
番

地
□ 

第
二
回

試
験 

令
和
八
年
六
月
二
十
八
日
□
日
曜

日
□ 

第
一
種
銃
猟
免
許 

〃 

第
三
回

試
験 

令
和
八
年
七
月
十
六
日
□
木
曜

日
□ 

わ
な
猟
免
許 

〃 

第
四
回

試
験 

令
和
八
年
七
月
十
七
日
□
金
曜

日
□ 

第
一
種
銃
猟
免
許 

第
二
種
銃
猟
免
許 

〃 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
五
回

試
験 

令
和
八
年
八
月
九
日
□
日
曜
日
□ 

わ
な
猟
免
許 

〃 

第
六
回

試
験 

令
和
八
年
十
月
二
十
四
日
□
土
曜

日
□ 

網
猟
免
許 

わ
な
猟
免
許 

〃 

第
七
回

試
験 

令
和
八
年
十
月
二
十
五
日
□
日
曜

日
□ 

第
一
種
銃
猟
免
許 

第
二
種
銃
猟
免
許 

〃 

第
八
回

試
験 

令
和
八
年
十
一
月
二
十
八
日
□
土

曜
日
□ 

わ
な
猟
免
許 

南
房
総
市
役
所
□
南
房
総

市
富
浦
町
青
木
二
八
番

地
□ 

印
西
市
立
印
旛
公
民
館

□
印
西
市
瀬
戸
一
□
五
一

八
番
地
□ 

第
九
回

試
験 

令
和
九
年
一
月
三
十
日
□
土
曜

日
□ 

第
一
種
銃
猟
免
許 

千
葉
県
射
撃
場
□
市
原
市

古
敷
谷
二
□
六
二
〇
番

地
□ 

第
十
回

試
験 

令
和
九
年
一
月
三
十
一
日
□
日
曜

日
□ 

わ
な
猟
免
許 

〃 

 

備
考 

 
 

一 

試
験
時
間
は
□
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
と
す
る
□ 

 
 

二 

二
種
類
以
上
の
狩
猟
免
許
の
試
験
を
行
う
会
場
に
お
い
て
は
□
い
ず
れ
か
一
種
類
の
試
験
に
限

り
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

二 

狩
猟
免
許
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
試
験
の
定
員 

 

受

付

期

間 

定

員 

第
一
回
試
験

に
係
る
も
の 

令
和
八
年
五
月
二
十
二
日
□
金
曜
日
□
か
ら

六
月
一
日
□
月
曜
日
□
ま
で 

網
猟
免
許 

一
〇
名 

わ
な
猟
免
許 

一
○
○
名 

第
二
回
試
験

に
係
る
も
の 

〃 

七
〇
名 

第
三
回
試
験

に
係
る
も
の 

令
和
八
年
六
月
五
日
□
金
曜
日
□
か
ら
十
七

日
□
水
曜
日
□
ま
で 

一
○
○
名 

第
四
回
試
験

に
係
る
も
の 

〃 

七
〇
名 

第
五
回
試
験

に
係
る
も
の 

令
和
八
年
七
月
六
日
□
月
曜
日
□
か
ら
十
五

日
□
水
曜
日
□
ま
で 

一
○
○
名 

第
六
回
試
験

に
係
る
も
の 

令
和
八
年
九
月
十
七
日
□
木
曜
日
□
か
ら
二

十
八
日
□
月
曜
日
□
ま
で 

網
猟
免
許 

一
〇
名 

わ
な
猟
免
許 

 

一
○
○
名 

 
 

 



  

三 
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第
七
回
試
験

に
係
る
も
の 

〃 

七
〇
名 

第
八
回
試
験

に
係
る
も
の 

令
和
八
年
十
月
十
三
日
□
火
曜
日
□
か
ら
二

十
六
日
□
月
曜
日
□
ま
で 

南
房
総
市
役
所 

八
○
名 

印
西
市
立
印
旛

公
民
館 

四
○
名 

第
九
回
試
験

に
係
る
も
の 

令
和
八
年
十
一
月
三
十
日
□
月
曜
日
□
か
ら

十
二
月
十
一
日
□
金
曜
日
□
ま
で 

七
〇
名 

第
十
回
試
験

に
係
る
も
の 

〃 

一
○
○
名 

 

備
考 

 
 

一 

土
曜
日
□
日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
は
□
受
付
を
行
わ
な
い
□ 

 
 

二 

受
付
時
間
は
□
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
□ 

 
 

三 

試
験
の
申
請
を
し
た
者
は
□
当
該
試
験
の
合
格
発
表
の
後
で
な
け
れ
ば
□
他
の
試
験
の
申
請
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
□ 

三 

狩
猟
免
許
申
請
書
の
提
出
先 

 
 

千
葉
市
又
は
市
原
市
に
住
所
地
が
あ
る
者
は
環
境
生
活
部
自
然
保
護
課
狩
猟
・
保
護
班
□
そ
の
他
の

者
は
そ
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
地
域
振
興
事
務
所
の
地
域
環
境
保
全
課 

四 

そ
の
他 

 
 

こ
の
狩
猟
免
許
試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
□
環
境
生
活
部
自
然
保
護
課
狩
猟
・
保
護
班
又
は
各
地
域

振
興
事
務
所
の
地
域
環
境
保
全
課
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
□ 

  
 

 

令
和
八
年
度
狩
猟
免
許
更
新
の
適
性
試
験
の
実
施 

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
□
第

五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
令
和
八
年
度
狩
猟
免
許
更
新
の
適
性
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す

る
□ 

 
 

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

実
施
期
日
及
び
場
所 

 

期 
 

 

日 

場 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

第
一
回
適
性
試
験 

令
和
八
年
六
月
二
十
六

日
□
金
曜
日
□ 

船
橋
市
民
文
化
創
造
館
□
船
橋
市
本
町
一
丁
目

三
番
一
号
□ 

第
二
回
適
性
試
験 

令

和

八

年

七

月

一

日

□
水
曜
日
□ 

長
生
合
同
庁
舎
□
茂
原
市
茂
原
一
□
一
〇
二
番

一
□ 

第
三
回
適
性
試
験 

令

和

八

年

七

月

二

日

□
木
曜
日
□ 

千
葉
県
南
総
文
化
ホ
□
ル
□
館
山
市
北
条
七
四

〇
番
地
の
一
□ 

 
 

 

 
 

 

第
四
回
適
性
試
験 

令

和

八

年

七

月

三

日

□
金
曜
日
□ 

印
旛
合
同
庁
舎
□
佐
倉
市
鏑
木
仲
田
町
八
番

一
□ 

第
五
回
適
性
試
験 

令

和

八

年

七

月

七

日

□
火
曜
日
□ 

山
武
合
同
庁
舎
□
東
金
市
東
新
宿
一
丁
目
一
一

番
地
□ 

第
六
回
適
性
試
験 

令

和

八

年

七

月

九

日

□
木
曜
日
□ 

東
葛
飾
合
同
庁
舎
□
松
戸
市
小
根
本
七
番
地
□ 

 

第
七
回
適
性
試
験 

令

和

八

年

七

月

十

日

□
金
曜
日
□ 

夷
隅
合
同
庁
舎
□
夷
隅
郡
大
多
喜
町
猿
稲
四
七

二
番
地
二
□ 

第
八
回
適
性
試
験 

令
和
八
年
七
月
十
一
日

□
土
曜
日
□ 

千
葉
県
教
育
会
館
□
千
葉
市
中
央
区
中
央
四
丁

目
一
三
番
一
〇
号
□ 

第
九
回
適
性
試
験 

令
和
八
年
七
月
十
六
日

□
木
曜
日
□ 

君
津
市
民
文
化
ホ
□
ル
□
君
津
市
三
直
六
二
二

番
地
□ 

第
十
回
適
性
試
験 

令
和
八
年
七
月
二
十
二

日
□
水
曜
日
□ 

千
葉
県
東
総
文
化
会
館
□
旭
市
ハ
の
六
六
六
番

地
□ 

第
十
一
回
適
性
試

験 

令

和

八

年

八

月

六

日

□
木
曜
日
□ 

鴨
川
市
総
合
運
動
施
設
□
鴨
川
市
太
尾
八
六
六

番
地
一
□ 

第
十
二
回
適
性
試

験 

令
和
八
年
八
月
二
十
九

日
□
土
曜
日
□ 

千
葉
県
射
撃
場
□
市
原
市
古
敷
谷
二
□
六
二
〇

番
地
□ 

二 

狩
猟
免
許
更
新
申
請
書
の
受
付
期
間
等 

 

受

付

期

間 

第
一
回
適
性
試
験

に
係
る
も
の 

令
和
八
年
五
月
十
五
日
□
金
曜
日
□
か
ら
二
十
九
日
□
金
曜
日
□
ま
で 

第
二
回
適
性
試
験

に
係
る
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃 

第
三
回
適
性
試
験 

に
係
る
も
の 

令
和
八
年
六
月
一
日
□
月
曜
日
□
か
ら
十
五
日
□
月
曜
日
□
ま
で 

 

第
四
回
適
性
試
験 

に
係
る
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃 

第
五
回
適
性
試
験 

に
係
る
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃 
第
六
回
適
性
試
験 

に
係
る
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃 

第
七
回
適
性
試
験

に
係
る
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃 

第
八
回
適
性
試
験 

に
係
る
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃 
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第
九
回
適
性
試
験 

に
係
る
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃 

第
十
回
適
性
試
験 

に
係
る
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃 
第
十
一
回
適
性
試

験
に
係
る
も
の 

令
和
八
年
七
月
三
日
□
金
曜
日
□
か
ら
十
七
日
□
金
曜
日
□
ま
で 

第
十
二
回
適
性
試

験
に
係
る
も
の 

令
和
八
年
七
月
二
十
四
日
□
金
曜
日
□
か
ら
八
月
七
日
□
金
曜
日
□
ま
で 

備
考 

 
 

一 

土
曜
日
□
日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
は
□
受
付
を
行
わ
な
い
□ 

 
 

二 

受
付
時
間
は
□
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
□ 

 
 

三 

郵
送
に
よ
る
場
合
は
□
そ
れ
ぞ
れ
の
受
付
期
間
の
最
終
日
ま
で
に
到
着
の
も
の
に
限
り
有
効
と

す
る
□ 

三 

狩
猟
免
許
更
新
申
請
書
の
提
出
先 

 
 

千
葉
市
又
は
市
原
市
に
住
所
地
が
あ
る
者
は
環
境
生
活
部
自
然
保
護
課
狩
猟
・
保
護
班
□
そ
の
他
の

者
は
そ
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
地
域
振
興
事
務
所
の
地
域
環
境
保
全
課 

四 

そ
の
他 

こ
の
狩
猟
免
許
更
新
の
適
性
試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
□
環
境
生
活
部
自
然
保
護
課
狩
猟
・
保
護
班

又
は
各
地
域
振
興
事
務
所
の
地
域
環
境
保
全
課
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
□ 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は
□
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る
□ 

 
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

  

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

 
 

                            

 
 

 
入

札
公

告
 

 
別

冊
の

と
お

り
一

般
競

争
入

札
に

付
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

４
月

２
４

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

  
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
別

冊
の

と
お

り
落

札
者

等
に

つ
い

て
公

告
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

４
月

２
４

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

東
葛

飾
障

害
者

相
談

セ
ン

タ
ー

所
長

 
 

高
 

木
 

 
誠

 
也

 

  
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
別

冊
の

と
お

り
落

札
者

等
に

つ
い

て
公

告
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

４
月

２
４

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

教
育

委
員

会
教

育
長

 
 

杉
 

野
 

 
可

 
愛

 
 

 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
別

冊
の

と
お

り
落

札
者

等
に

つ
い

て
公

告
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

４
月

２
４

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉

県
企

業
局

柏
井

浄
水

場
長

 
 

作
 

山
 

 
雄

 
一

 
 

 

  
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
別

冊
の

と
お

り
落

札
者

等
に

つ
い

て
公

告
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

４
月

２
４

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉

県
企

業
局

柏
井

浄
水

場
長

 
 

作
 

山
 

 
雄

 
一

 
 

 

 

 
 

 

購
読
料 

本
号
□
別
冊
を
含
む
□
□ 

 

一
部 

 
 

 
 

 

三
二
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

  


